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会 長：宇野 篤哉
県住まいづくり課長：鈴木 雅弘

「空き家ワンストップ無料相談会」「オンライン相談会」を開催

物件登録「解説動画」を公開！

太陽光発電が地域の問題解決に貢献、地域と共存　他

［売買］融資申込の申告内容相違等を理由に買主のローン解除を否定する売主業者
［賃貸］ハウスクリーニング特約、フリーレント特約の開始日設定等をめぐるトラブル

グリーンテストで、およそ３割の土地に埋設物が確認されています！

三島信用金庫・静岡県労働金庫

住宅セーフティネット制度で住宅弱者の住まい確保　他

2022年（令和４年）１月号

473

新年の御挨拶

静岡不動産流通活性化協議会より
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取引（売買）紛争の事例と解決

融資申込の申告内容相違等を理由に買主のローン解除を否定する
売主業者に買主への手付金返還を命じた事例　（東京地判：Ｒ03.1.6）

　平成 29 年 10 月 27 日、本件土地について、買主Ｘ（原
告）は、売主Ｙ（被告、宅建業者）と、媒介業者Ａの媒介
により本件売買契約を締結。
　【本件売買契約の概要】
　・売買代金：4,800 万円（手付金：100 万円）
　・融資申込金融機関：Ｂローン（フラット 35）
　・借入額：6,600 万円（建物請負代金含む）
　・ローン特約期限：平成 29 年 11 月 17 日
　・違約金：売買代金の 20％相当額
　本件売買契約前の平成 29 年 10 月 15 日、ＸはＡを交
えＹと面談し、Ｘの勤務先、年収、借入先等を記載し
た本件告知書をＹに提出した。本件売買契約後、Ｘは
Ａを通じてＢローンに 7,000 万円の住宅ローンを申し
込んだが承認を得られなかった。ＸはＣ銀行にも住宅
ローンを申し込んだが、これも難しい状況であった。
　ローン特約期限の同年 11 月 17 日、ＸはＡの立ち会
いのもと、Ｙに、ローンの申し込みが厳しい状況であ
る説明をし、同月 20 日、Ｙに「本件告知書を買主は売
主に提出している。現在買主の都合により融資金融機
関を選択中」など記載の本件確認書面を差し入れた。
　しかし、Ｘは融資金融機関の最終条件を受け入れら
れなかったことから、本件売買契約の解除をＹに申し
入れ、同月 24 日、ＸとＹは「Ｘは本件売買契約の解除
を申し入れたこと、解除理由は合意できていないが、
Ｘは本件土地を今後購入する意思のないこと、Ｙは第
三者に本件土地を売却できること」の土地売買契約解
除確認書を交わした。
　同年 12 月 3 日、ＹはＸに対し、内容証明郵便により 

「①本件確認書面・本件解除確認書面によるＸの都合
による購入意思の喪失、②ローン特約の期限内に解除
通知を提出しなかったこと、③Ｙに提出した告知書の
内容が虚偽であったこと、④Ｘが申し込んだ金融機関
の融資条件を受け入れなかったこと」などが本件売買
契約の解除理由にあたり、契約を違約解除したとして、
違約金 860 万円（手付金控除後）の支払いを求める通知
をした。
　Ｘは、本件ローン特約に基づき本件売買契約を解除
したとして、Ｙに手付金の返還を求める本件訴訟を提
起した。

　これに対しＹは、Ｘが正当な理由なく本件土地の取
得を断念した事が本件売買契約に基づく義務の不履行
に当たるとして違約金 860 万円を求める反訴をした。

　裁判所は、買主Ｘの請求を全部認容し、売主業者Ｙ
の請求を全部棄却した。
　（1）本件ローン特約の期間延長合意について
　ローン特約期限の 11 月 17 日の面談において、Ｙは

「Ｘがローン解除することを拒絶した」旨を証言し、
Ｘ及びＡは「Ｙより同日以降にローンが受けられなく
ても手付金を返還すると聞いたのでローン解除はしな
かった」旨を証言する。
　そこで検討すると、融資の見通しがつかず、手付金
や違約金を請求される可能性が高い状態にあるにもか
かわらず、「Ｘが本件売買契約を解除しないと発言し
た」というのは不自然である事、本件確認書に「現在
買主の都合によって融資機関を選択中」と記載してい
ることに鑑みると、同面談において、Ｙは、Ｘとの間
で本件ローン特約の期限を相当期間延長する事を合意
したと見るのが相当であり、Ｙの証言は採用できない。
　（2）金融機関からの融資が受けられなかった事と買
主の帰責事由の有無
　Ｘが本件告知書及び融資申込書に記載した年収と所
得額とが異なっていた事、勤務先の属性についても事
実と異なっていたことは認められるが、6,000 万円程
度であれば、融資は通りそうだという話があったこと
が認められるから、上記記載内容の齟齬によって本件
売買契約書に記載されていた借入額が当初から実現不
可能なものであることが明らかであったとは言えない。
　さらに、「Ｘが予定していた自己資金 400 万円が 
1,000 万円程度に増えたため、Ｂローンからの融資を
断念したこと、Ｃ銀行の融資の申し込みについて、親
の連帯保証、所有不動産の担保提供といった条件を飲
めずＣ銀行からの融資を断念した事」について、Ｘに
帰責事由があるとはいえない。
　以上から、Ｘが本件告知書や融資申込書に事実と異
なる記載をして提出したことをもって、金融機関から
融資が受けられなかったことにＸに帰責事由があると
いうことはできない。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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取引（賃貸）紛争の事例と解決

ハウスクリーニング特約、フリーレント特約の開始日設定等が
無効であるとした、賃借人の主張が棄却された事例　（東京地判：Ｒ02.9.23）

　平成 29 年 2 月、賃貸人Ｙ（被告・不動産業者）の所有す
る賃貸マンションの 1室を賃借することにした賃借人Ｘ

（原告・個人）は、賃貸借契約書を、媒介業者Ａを通じて
郵送で受け取り、署名押印してＡに返送した。

〈本件契約書特約事項の概要〉
（1）本件クリーニング特約
　①入居の期間、契約終了理由、貸室の汚損の程度及び
原因の如何に拘わらず、以下の算出方法により算出され
た貸室及び附属部分のハウスクリーニング費用（床、壁、
天井、建具、水廻り及び設備機器等の清掃費用を含む）、
並びにエアコンのクリーング費用（壁掛けエアコン 1 台
あたり金 1万円）を、Ｘが全額負担する。
　②貸室、附属部分及び工アコンの汚損が著しい場合に
は各クリーニング費用が増額される場合があることをＸ
は予め了承する。

（費用算出方法）貸室面積 35 ㎡未満の場合、一律 35,000
円。貸室面積 35 ㎡以上の場合、面積×1,000 円。

（2）本件フリーレント特約
　Ｙは、平成 29年 2月 11 日から同年 3月 10 日までをフ
リーレント期間とし、当該期間にかかるＸの賃料の支払
義務を免除する。
　Ｘは、賃貸借契約の締結に際して、賃貸入居者総合保
険に加入し、保険料を支払ったが、数日後にクーリング
オフ規定に基づき保険契約を取り消した。
　Ｙは、敷金等から、ハウスクリーニング費用及びエア
コンクリーニング費用、計 4万 8,600 円を控除した残金
を返還したが、Ｘはこれを不満として、①本件クリーニ
ング特約は対面で説明を受けておらず、明確な合意はあ
ったとはいえない。また、賃借人の利益を一方的に害す
るもので消費者契約法に基づき無効である。②本件フリ
ーレント特約は、対面で説明を受けておらず、ＹがＸの
入居可能日の提案を受け入れず一方的に開始日を設定し
たため、Ｙは 6日分の賃料を不当利得している。③Ｙが
指定する入居者総合保険への加入を強制したため、Ｘは
振込手数料等の損害を被った。
　などと主張し、74,000 円余の敷金返還及び損害賠償を
求める訴訟を提起した。

　裁判所は、借主Ｘの請求を全て棄却した。
（クリーニング特約の有効性）
　建物の賃借人に通常の使用に伴う損耗についての原状

回復義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が
補修費用を負担する事になる通常損耗の範囲が賃貸借契
約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸
借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭によ
り説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意
の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明
確に合意されていることが必要であると解するのが相当
である。（最二判平 17・12・16）。
　これを本件についてみるに、契約書の特約事項として、
入居の期間、契約終了理由、貸室の汚損の程度及び原因
の如何にかかわらず、ハウスクリーニング費用、並びに
エアコンクリーニング費用を、Ｘが全額負担することが
明記されている。その算出方法もそれぞれ明記されてお
り、いずれの算出方法及び額も一義的かつ明確である。
　Ｘは、宅地建物取引士から特約についての説明を受け
ていないから明確な合意はなかったと主張するが、説明
がなかったからといって、直ちに賃貸借契約や本件特約
についての明確な合意がないというものではない。
　本件クリーニング特約では、クリーニング代の賃借人
負担や、部屋の広さやエアコンの台数に応じた負担額の
算出方法が明確に定められており、賃借人の負担額を一
定額とすることは、通常損耗等の補修の要否やその費用
の額をめぐる紛争を防止するといった観点から不合理な
ものとはいえないし、あらかじめ定められた本件の負担
額は、実際の見積額や社会通念に照らして相応な額であ
る。そうすると、本件特約が信義則に反して賃借人の利
益を一方的に害するものであるということはできず、消
費者契約法 10 条に基づき無効と言うことはできない。

（フリーレント特約の有効性）
　フリーレント特約の内容は明確であり、開始日と終了
日について明確な合意があったものと認めるのが相当で
ある。Ｘは契約の締結に先立ち入居可能日についてＹと
一定の交渉をしており、契約書通りのフリーレント期間
とすることについて了承していたものと認めるのが相当
である。また、宅建業法違反や説明義務違反等により本
件フリーレント特約が無効になる余地もない。

（保険契約の加入強制）
　賃貸物件の保険の選択について、賃借人の自由に委ね
るとすれば、賃貸人の資産である賃貸物件について十分
な保険を掛けられず、賃貸人の利益を害する恐れもあり、
賃貸人が保険会社を指定することにも一定の合理性があ
るというべきである。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

13宅建しずおか　第 473 号（2022. 1）



14 宅建しずおか　第 473 号（2022. 1）



15宅建しずおか　第 473 号（2022. 1）



16 宅建しずおか　第 473 号（2022. 1）



17宅建しずおか　第 473 号（2022. 1）



18 宅建しずおか　第 473 号（2022. 1）



ホテル九重（奥の建物）は11月

から２年間かけて解体する
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2021年度「宅建協会 標準地データ」を更新しました

2021年10月　宅建ローン等の実績　（10/1〜10/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 37 46 53 ― 136件
金額 42億2,818万円（土地₃、新築戸建111、中古戸建19、新築マンション₁、中古マンション₂）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 10 0 ― 10件

金額 2億5,481万円（土地₁、新築戸建₅、中古戸建₄）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 1 0 1 2件
金額 5,966万円（新築戸建₁、借り換え₁）

2021年11月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
11月２日 本　部 サポートセンター 取締役会

〃　 静　岡 県専門事業者団体 事務局会議（Web）
４日 本　部 県不動産鑑定士協会との定例打合せ会
５日 名古屋 中部圏流通機構 総務財政委員会
〃　 本　部 会計帳票検査（保証協会・政治連盟）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
９日 沼　津 取引士法定講習（自宅学習） （証交付47名）
〃　 静　岡 居住支援セミナー （残置物処理 他）
〃　 本　部 会計帳票検査（人材育成・情報提供）
10日 本　部 東海公取協 静岡地区調査指導委員会
12日 名古屋 中部圏流通機構 中間監査、正副会長・委員長会議
〃　 本　部 会計帳票検査（法人、地域活性化・共益）
14日 静岡他 不動産コンサルティング技能試験 （県内受験者12名、全国1,170名）
15日 静　岡 宅建顧問県議団 世話人会、要望書提出 （県に対する要望事項）
18日 石　川 中部地区連絡会 役員合同会議（〜19日）
〃　 本　部 試験運営に係る職員意見交換会（Web）
22日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
25日 静　岡 取引士法定講習（自宅学習） （証交付65名）
27日 静　岡 くらしの無料合同相談会 （主催：専門事業者団体）
30日 静　岡 要望事項に係る県当局との意見交換会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談11件、電話相談264件）
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